
回 
医療法ス 0 期 弁 捨の使途の坊 確仁仁コ刀て 

「・ 「公益法人制度改革に 関する有識者会議」報告書における 
「剰余金」に 関連する主な 提言は 、 次のとおり。 

  

◆一般的な     営利法人制度 

0 社団形態の非営利法人制度 
①趣旨 

営利 ( 剰余金の分配 ) を目的としない 団体に一般的に 法人格取得の 磯 
余を付与。 

②営利法人との 区別 
社員の権 利・義務の内容として   

ア ) 出資義務を負わない。 
ィ ) 利益 ( 剰余金 ) 分配請求権 を有しない。 
ウ ) 残余財産分配請求権 を有しない。 
エ ) 法人財産に対する 持分を有しない。 

◆ な益 性を有する非営利法人制度 

0 判断要件のあ り方 
規律については、 公益性を有する 法人に相 応 しい規律のしっかりとした 

法人の受け皿の 仕組みを構築する 観点から、 
・内部留保が 過大でな い こと。 
・株式保有等を 制限すること。 

等とする。 

( 参考 ) が 益 法人制度改革に 関する有識者会議報告書 一 抜粋～ 
2. 一般的な非営利法人制度 

C2) 総則的事項 

① 法人類型等 

一般的な非営利法人制度における 法人類型 は 、 一定の目的の 下に結合した 人の集合に法人格を の目的の了に 付与する社団形態の 非営利法人と 一 結合された一団の 財産に法人格を 付与する財 

団形態の非営利法人の 2 ネ類 とし、 前者 は 「営利を目的としない 社団」と定義するが、 後者につ 

いては、 財団における「非営利」の 意味と併せて 検討する必要があ る。 

(3) 社団形態の非営利法人制度 

の 趣旨 

営利 ( 剰余金の分配 ) を目的としない 団体に一般的に 法人格取得の 機会を付与することによっ 

て 、 法人を設立して 活動しょうとする 人ロ の 自由活発な活動を 促進する。 

③ 営利法人と区別 

社員の権 利・義務として、 ア ) 出資義務を負わない、 ィ ) 利益 ( 剰余金 ) 分配請求権 を有しな 

  い     。 ウ ) 残余財産分配請求権 を有しない、 ェ ) 法人財産に対する 持分を有しないこととし、 営利 

法人制度との 区別を明確化する。 

(4) 財団形態の非営利法人制度 

① 趣旨 

設立者が一定の 目的の下に提供した 財産に法人格取得の 機会を広げることによって、 設立者の 
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創意に基づく 財産の社会的活用を 促進する。 

3. 公益性を取り 扱う仕組みの 在り方 

(2) 判断要件のあ り方 

② 事業 
ウ 収益的事業の 要件 

公益性を有する 法人が、 その健全な運営を 維持し、 十分なむ盃酌活動を 行 う ための収入を 確保 
するために、 付随的に収益を 目的として行う 事業 ( 以下「収益的事業」という。 い ねめる税法上 
の 収益事業でほない。 ) を 行う場合は、 以 F の要件に適合することが 必要であ る。 

( ア ) 収益的事業に 伴う利益の公益師事業への 使用 

公益性を有する 法人が、 その健全な運営を 維持し、 十分なな 盃 曲事業を行 う ための収入を 確 

保するために、 付随的に収益を 目的として行 う 事業が許容されることにかんがみれば、 収益的 

事業の利益は 原則としてな 盃酌事業のために 使用することが 適当であ る。 
ただし、 例え ぼ、 な 盃酌事業を行 う ための資金を 拡大するために 収益的事業の 拡大を企図し 

て収益的事業の 利益を再投資する 場合等、 法人個別の事情も 掛 配 することが望ましいと 考えら 
れることから、 判断主体において 委員会の意見に 基づき、 特に合理的理由が 認められると 判断 
する場合に限り、 利益を公益的事業以覚の 事業に使用することも 許容することが 適当であ る。 

この場合、 併せて、 利益を公益的事業以覚の 事業のためにも 使用する合理的理由について 情報 

開示を求めるべきであ る。 

③ 規律 

公益性を有する 相府しい規律のしっかりした 法人の受け皿の 仕組みを構築する 観点から、 主な規 
律 ( 後述の「 ガパ ナンスのあ り方」に含まれる 規律を除く ) の要素として、 以下の事項が 挙げられ 

る。 

ィ 役員報酬等 ㍼ ゆ一 
して不適切な 利益分配となるおそれがあ り、 かっ 、 な 盃酌事業を圧迫する 可能性があ ることか 

ら、 役員報酬等が 不当に高額であ ることは適当でほない。 

しかしながら、 適切な役員報酬等について、 すべての公益性を 有する法人に 対し一律に基準を 
設けることは 困難であ り、 法人運営に必要な 有用な人材を 確保する観点からも、 適切な役員報酬 
等のあ り方については、 公益性を有する 法人の自律性を 尊重することが 望ましいと考えられ、 役 
貴報酬等については、 例え ぼ 、 役員に対する 報酬等の支給基準の 開示を求めるなど、 国民一般に 

対する情報開示を 通じた社会監視の 対象とすることが 適当であ る。 
ェ 内部留保のあ り方 

公益的事業を 適切かっ継続的に 行 う ため、 一体の内部留保は 必要であ るが、 積極的に不特定考 
数の者の利益の 実現を目的とする 活動であ れば、 本来単年度の 収支において 大幅な黒字を 生ずる 
ものでないと 考えられる。 また、 こうした収支余剰の 累積等に伴い、 本来公益的な 事業に使われ 
るぺき資金が、 使われず法人内部に 蓄積させるのは 望ましくない。 

このため、 適正な法人活動を 制約しない範囲で、 将来のな盃酌事業の 実施に必要な 範囲を超え 
て 過大な資金等が 留保されることがないよう、 法人の実態等も 踏まえつつ、 適切な規律を 設ける 

ことが適当であ る。 具体的な規律のあ り方としてほ、 1   行 指導監督基準等による「いわゆる 内部 

留保」の善元方について、 例え ぼ 、 正味財産との 関係にも留意しつつ 必要な見直しを 行い、 でき 

るだけ 恐 急性を排除した 客観的な規律とすることが 望ましい。 
また、 当該規律に係る 適正な水準については、 指導監督基準等において 望ましいとされてい 

る、 一事業年度における 事業費、 管理費等の合計額の 30%@ 程度以下という 水準 は 、 適正な法人 

活動を制約するおそれがあ るとの指摘を 踏まえ、 見直すことが 適当であ る。 ただし、 法人個別の 
事情を甜 酌 する必要があ ることから、 判断主体において 委員会の意見に 基づいて、 特に合理的理 
由が認められると 判断する場合に 限り、 当該水準を超えること ち 許容することが 適当であ る。 こ 

の場合、 併せて、 当該水準を超える 合理的理由について 情報開示を求めるべきであ る。 

オ 管理費等の水準 

公益曲事業を 圧迫する可能性があ ることから、 管理費の総支出額に 占める割合や 人件費の管理 
費に占める割合が 過大な ち のであ るのは適当でない。 

しかしながら、 適切な管理費等の 水準について、 すべてのむ 益 性を有する法人に 対し一律の基 
準を設けることは 困難であ り、 業種ごとの柔軟な 法人運営といった 観点からも、 適切な管理費等 
の在り方については、 公益性を有する 法人の自律性を 尊重することが 望ましいと考えられ、 管理 
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費 等の水準については、 例え ぽ 、     理費の総支出額に 占める割合や 人件費の管理費に 占める割合 

の開示を求めるなど、 国民一般に対する 情報開示を涌じた 社会監視の対象とすることが 適当であ 

る。 
力 財産的基盤の 確保 

な発 性を有する社団形態の 法人についてほ、 設立目的の達成等のため、 健全な事業活動を 継続 叫 
しかしながら、 業種・法人ごとに 求められる財産的基盤のあ り方が異なることから、 すべての 

公益性を有する 法人に対して 一律の基準を 設けることは 困難であ り、 多様な形態の 法人活動を促 適切な財産的基盤の 進 べきと ぃ @1 だ観点からち、 6 保のあ り方については、 公益性を有する 法 

人の自律性を 尊重することが 望ましいと考えられ、 財産的基盤の 確保については、 例えば、 財務 

書類の開示を 求めるなど、 国民一般に対する 情報開示を通じた 社会監視の対象とすることが 適当 

であ る。 

キ 株式保有等制限 

公益性を有する 法人ほ、 積極的に不特定多数の 者の利益の実現を 目的とする法人であ ることか 

ら、 営利企業の支配を 通じた制度の 濫用が行われることほ 適当でなく、 原則として、 運用財産の 公益的な意思に 管理運用であ る場合及 び 設立者・寄附者の 基づき処分に 制限が課された 財産とし 

て 寄附された場合を 除き、 株式保有等を 行ってはならないとすぺきとの 考え方があ る。 この場 一 
る 株式等の保有を 行ってはならないよう @@ 荏 @ 圭置 するとと何に 、 4@@@ 弄 @ ミは 開示を ; 三 @- 二 二 ， て甘 @@f@ 式の保有等に 関 

する内容を明らかにすることが 適当であ る。 

一方、 公益性を有する 法人が付随的に 収益事業を行うことができるのであ れ ば 、 収益的事業を 

行う子会社等を 有することも 認めるべきとの 善 元方があ る。 ただし、 この場合、 制度の濫用を 防 

止する観点から、 子会社等にも 公益性を有する 法人と同程度の 情報開示を求め、 な盃 性を有する 

法人と子会社等を 含 ね せて公益性の 判断要件を満たさなけれ ば いけないこととするなど、 一定の 

制約が必要と 考えられる。 

2.  「医療法人制度改革の 基本的な方向性について」における 
「透明性の確保」の 主な論点の整理 は、 次のとおり。 

[ 改革を通じた 医療法人の将来の 姿 ( 案 ) ] 

0  医療法人の財政基盤としての 剰余金の使途については、 医療法に明確に 規 
足 することによって、 医療法人の非営利性をより 鮮明にするとと 何に、 剰余 
金 はすべて医療に 再投資することによって 地域に還元することとし、 特定の 
個人や団体に 帰属させるものではないことを 明らかにしてはどうか。 
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1 3. 医療法人の剰余金の 使途の明確化について 
｜ 

今 公益法人制度改革の 提言において、 一般的な非営利法人制度の 中で営利法人 
との区別をするため、 社団形態でほ、 社員の権 利・義務の内容に 、 

イ ) 利益 ( 剰余金 ) 分配請求権 を有しない。 
こととされている   

今 医療法人についてほ、 医療法第 54 条で剰余金の 配当を禁止している。 この 
主旨は、 剰余金の使途は 医療の向上に 還元するものであ って、 具体的な取扱い 
は 、 医療法人の使命の 表れとしてその 使途先は委ねられており、 これまでは、 
特段の基準は 設けられていなかった。 

今 しかしながら、 規制改革・             政 推進会議などから、 
①剰余金が必ずしも 医療の向上に 還元しているとは 言えないのではないか。 
②事業活動により 生じた収益を、 医療法人の運営上適切でない 費用や不要な 

費用に充てているのではないか。 
として、 非営利性が形骸化しているのでほないかと 指摘されているところ   

今 このような中、 医療法人の非営利性を 徹底し、 医療の永続性・ 継続性の確保 
に 向けて、 従来の剰余金の 配当禁止に加えて、 

①剰余金の使途の 明確化、 
②不適正な費用負担 ( 利益供与 ) の禁止 

といった観点から、 以下の具体的方策 ( 案 )                              剰余金の使途 
の 明確化に係る 考え方等を整理、 検討していくこととしてほどうか。 

  

①医療法人の 剰余金の使途に 関する現状 

め蜘ぬ 
0  医療法人の非営利の 位置付けとして、 医療機関等の 運営により生じた 利益 

( 剰余金 ) の社員等へ分配を 禁止。 

( 参考 ) 医療法 

( 剰余金配当の 禁止 ) 

第 54 条 医療法人ほ、 剰余金の配当をしてはならない。 

0  剰余金の具体的な 使途の例は 、 次のとおり。 
・設備整備に 要する費用。 
・医療機関の 医療従事者を 含めた法人職員に 対する給与改善費用   

，将来の施設整備に 係る積立金 ( 医療法人に留保 ) 

0  ま た 、 配当ではないが、 事実上利益の 分配とみなされる 行為として、 次のよ 
う な事例については、 配当類似行為として 禁止。 

・近隣の土地建物の 賃借料と比較して、 著しく高額な 賃借料の設定 
・病院等の収入等に 応じた定率賃借料の 設定 
・病院等の木末業務 ゆ 附帯業務以外の 不動産賃貸業 
，役員等への 不当な利益の 供与 等 
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金金の会計処理の 今乗 取扱い 
0  剰余金は、 貸借対照表において「自己資本」であ る「資本」の 一部として 計 

上され、 それを財源により 資産を形成している ち の。 
( 参考 )  賃借対照表 

資 産 色一 @ 責   
財産 

流動資産 流動負債 他人資本 
固定負債 

の   
リ犬 出資金・基金 自己資本 
能心 資本剰余金 

利益剰余金 

- 一 - Ⅰ - 十 a 二 十 It -- 。 

0  このため、 計算結果として 生じる剰余金は、 具体的な形態としては、 資産と 
して留保されており、 医療法人の覚部には 流失しない仕組みとなって い   。 

 
 

1 ②剰余金の使途の 明確化に係る 具体的方策 ( 案 ) く たたき台 ) 

1 1. 医療法における 位置付けについて Ⅱ l 

剰余金の使途の 今 明確化 
0  仮に医療法に 剰余金の使途を 明示 ( 資金的・会計処理的な 取扱いを明記する 

こと ) した場合、 医療法人にとっては 硬直的な会計・ 財務状態となり、 法人達 
営の自主性を 阻害する可能性が 高い。 

0  このことから、 医療法人の運営の 自主性を阻害しないようにするため、 法人 
の 自主的な規律としての 剰余金の使途の 考元方の明確化の 検討を進めるべきで 
はないか。 

0  具体的には、 剰余金の使途の 明確化は、 医療法人の運営に 必要な経費とし 
て、 次のような理念的な 規定を明示してはどうか。    

 

@  る 。 

（ 

一 医療の質の向上に 向けた資源の 充実に要する 費用 
二 安定的な財政基盤の 確保に要する 費用 
三 医療法人の経営の 確立に要する 費用   

              今     "   正   な費       負担の取扱い 
0 " 剰余金の使途の 明確化を図る 一方で、 医療法人の適正な 運営に資する 観点か 

ら 、 実質的に利益を 流失させる可能性のあ る資金を費用化する 場合の取扱いと 
して、 不適切な費用負担を 禁止することを、 医療法に位置付けることとしては 
どうか。 

  
医療法人は、 その運営に著しく 支障を来す経費の 負担をしてほならない。 
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  Ⅱ・剰余金の 使途の明確化の 考え方 ｜ 

今 医療の質の向上に 向けた資源の 充実 
0  「医療の質の 向上に向けた 資源の充実」の 考え方は、 医療法人が従来から 行 

っている建物や 医療機器の整備はもとより、 医療を提供する 医療従事者等スタ 
、 ソフの資質の 向上に向けた 処遇改善、 研修の実施など 医療法人の医療資源であ 
る 「 物 」及び「 人 」の効果的な 充実を図るものとしてほどうか。 

く 医療の質の向上に 向けた資源の 充実の例 ) 

  米 これら ほ あ くまでも例示であ り、 剰余金の使途がこれだけに 限られる 
              ねい   

◆施設整備費用 
・施設整備 ( 改修、 増改築、 修繕等 ) 

◆設備整備費用 
・医療機器整備、 システム開発等 

◆職員関係費用 
・給与 ( 退職金 ) 改善費用、             研修費用 

◆医療安全費用 
◆臨床研修費用 
◆看護節筈養成施設費用 
◆医療機能連携費用 

・機能評価費用、 地域連携ネットワーク 費用 
◆臨床研究費用 

・治験費用、 臨床技術開発費用 
◆地域保健活動費用 

・検診費用 

◆これらに係る 積立金 

% 安定的な財政基盤の 確保 
0  「安定的な財政基盤の 確保」の考え 方は、 医療法人が多様化する 事業に適切 

に 対応する上で、 経営管理体制の 強化、 財政基盤の充実など 財政的資源の 充実 
を図るものとしてはどうひ。 

    

( 安定的な財政基盤の 確保の例》 

  l     %            こ                                                                                                                         

◆経営関係費用 
・経営改善費用、 外部監査費用、 情報公開費用等 

◆社債関係費用 
・格付け機関審査費用、 元利金 

◆医療法人共助費用 
・ 他 医療法人への 出資、 経営支援 ( 社債購入 ) 費用 

◆社会福祉事業費用 
・社会福祉法人への 寄付、 社会福祉事業費用 

◆これらに係る 積立金 
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今 医療法人の経営の 確立 
0  「医療法人の 経営の確立」の 考え方は、 医療法人の非営利性がより 徹底され 

るものとしてはどうか。 

  く 使途の具体的取扱いか Ⅹ これらはあ くまでち例示であ り、 -- -- る 
ものではない。 

◆持分のない 医療法人への 移行のための 費用 
◆これらに係る 積立金 

「 Ⅲ・適正な費用の 取扱いの考え 方 

今 適正な費用負担の 取扱い 
0  医療法人が今後とも 安定した運営を                       以下のような 取扱いは望ま 

しくないものとして、 明示してほどうか。 

( 不適切な費用負担の 例》 

◆外部に対する 不適切な利益分配の 禁止 
・役員、 社員等への根拠のない 高額報酬や法人の 運営と関連しない 不適切 
な 資金貸付け 等 

◆不要な費用負担による 実質的な利益分配の 禁止 
・医療法人の 運営とは関係のない 費用の支出 
・社会通念上著しく 高額な賃借料や 収入に応じた 定率賃借料の 支出 等 

  了， 
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今 「公益法人制度改革に 関する有識者会議」報告書では、 「公益性」の 考え方につ 

いて次のとおり 指摘されている。 

[ 「公益法人制度改革に 関する有識者会議」 報き書 ( 抄 )] 

0 公益性を取り 扱う仕組みの 在り方については、 新たな判断主体が、 出来るだけ裁量の 余地の少ない 

客観的で明確な 判断要件に基づき、 公益性を有するに 相応しい規律のしっかりした 法人の受け皿 と 

なる透明性の 高い仕組みを 構築することが 適当。 

0 その際、   法人の             ガ     /                                                                    . 監督 機   」の充実と     開示の徹底を 通じ 

た 社会監視の充実を 図ること。 

0 あ わせて、 公益性を判断する 主体が的確な 事後チェックを 行うことにより、 公益性を有する 法人の 

適正な運営を 図ること。 

0 公益性を有する 法人の目的は、 積極的に不特定多数の 利益の実現を 図ることを基本とすることが 適 

当 。 

0 法人が提供する 財 ・サービスの 直接的な受益者が 特定の範囲の 者に限られない 場合、 不特定多数の 

利益の実現が 図られていると 考えられること。 

0 一方で、 受益者が特定の 範囲の者に限られる 場合であ っても、 その受益の効果が 広く社会全体や 十 

分 に広い範囲に 及 ぶ ことを積極的に 意図して事業を 行い、 その事業を媒介にして 社会全体あ るいは 

十分に広い範囲に 利益が及ぶ場合も ，不特定多数の 利益の実現が 図られていると 判断することが 適 

当。 

0 多数については ，必ずしも数の 多 い ことを要件とするのではなく、 例えば、 まだ数人の患者しか 発 

見されていない 難病の研究も 公益性を有すると 考えられることから、 その受益の及ぶ 範囲も踏まえ、 

柔軟に解することが 適当。 

0 公益性を有する 法人が行う公益的な 事業については ，市場経済では 適切な供給が 困難な財・サービ 

巫魅掩 亜脚 。 垣 。 旦 。 " 紅塵 " 軽 " ゅぬ壁 
的な広がりを 有することが 適当。 

0 事業の内容については、 要件をできるだけ 客観的で明確なものとし、 公益性の有無の 予測可能性を 

Mft@@ig@L@C@@  Tiimm@W@W@                                              L@-o.          M@@ll@@::@-@ 

こととし、 これに該当する 場合は公益性を 有すると判断することが 望ましいこと。 

0 また，価値観や 社会艮一 ズが 多様化する中、 多種多様な公益活動があ り得ることから ， い わゆる バ 

スケットクローズを 設けることとし、 列挙された事業 二 該当しない場合であ っても、 当該規定に基 

づき、 判断主体において 特に認めた事業については、 公益性を有するものと 判断することが 適当。 

0 公益を本来的目的とする 法人であ る以上、 公益的事業の 規模は法人の 事業の過半を 占めることが 必 

要 。 

Ⅰ
Ⅰ
 



今また，「医療法人制度改革の 基本的な方向性について」では、 「公益性」の 考え 

方について次のとおり 論点を整理している。 
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今以上を踏まえ、 公益性の高い 医療 ( 活動 ) については、 次のようにすることに 

よって、 その公益性を 判断することとしてはどうか。 
  

Ⅰ 去 「公益性の高い 医療 ( 活動 ) 」についての 考え 月 

・公益性の高い 医療 ( 活動 ) については、 通常の提供される 医療 ( 活動 ) と比 

校 して、 継続的な医療 ( 活動 ) の提供に困難を 伴 う ものであ るにもかかわら 

ず ，地域住民にとってなくてはならない E 療 ( 活動 ) であ ること。 

・公益性の高 い E 療 ( 活動 ) の内容については ，医療計画に 記載すべき医療の 

内容を規定した 医療法第 3Q 条の 3 第 2 項各号に掲げる 事項を基に、 法令に 

基づいた厚生労働大臣告示でもって 定めること。 

・厚生労働大臣告示を 作成するに当たっては、 パブリックコメントなど 国民の 

幅広い意見を 聴いて、 透明性の高い 手続きでもって 定めること。 

・厚生労働大臣告示によって 定める公益性の 高い E 療 ( 活動 ) の内容について 

は 例えば別紙のように 具体的に例示すること。 

・一方で，公益性の 高 い E 療 ( 活動 ) については、 多種多様なものであ ること、 

都道府県によって 違いがあ ること等から、 医療法に列挙される 事項以外に 、 都 

道府県が判断する 公益性の高 い 医療について 厚生労働大臣が 同意する等の 手続 

きを経ることによって、 社会のニーズに 適切に対応できるようにすること。 

・厚生労働大臣告示については 定期的に見直すこと。 
ノ 
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( 別紙 ) 

公益性の高い 医療 ( 活動 ) として医療計画に 位置づけられるもの ( 案 ) 

( 「公益性の高い E 療 ( 活動 ) 」についての 基本的な考え 方 ( 実 り 

0 通常提供される 医療 ( 活動 ) と比較して、 継続的な医療 ( 活動 ) の提供に困難を 

伴 う もの ( 夫 ) であ るにもかかわらず、 地域住民にとってなくてはならない 医療 

( 活動 ) 

夫 継続的な医療 ( 活動 ) の提供に困難を 伴 う 事例 

①救命のために 常時医療を提供するものであ ること 

②居住地域や 病態の程度にかかわらず 等しく医療を 提供するものであ ること 

③医療従事者に 危害が及ぶ可能性が 高じにも関わらず 提供することが 必要な医療であ ること 

④患者や地域の 医療機関に対し 無 賞 で相談助言や 普及啓発を行 う ものであ ること 

⑤高度な医療技術などの 研究開発や質の 高い目 療 従事者の養成であ って科学技術の 進歩に 

貢献するものであ ること 

( 現時点で考えられる「公益性の 高 い 医療 ( 活動 ) 」 ( 案 )) 
Ⅹ休日診療、 夜間診療等の 救急医療 

・周産期医療を 含む小児救急医療 

・精神救急医療 

・，災害など 緊急時に対応する 医療 ( 災害医療 ) 

・Ⅹへき地医療・ 離島医療 

・重症難病患者に 対する継続的な 医療 

，すべての感染症に 係る患者を診療する 医療 

， 筋 萎縮性 測 索硬化症 (ALS) など継続的な 在宅療養を必要とする 患者に対する 

医療や当該患者の 療養環境の向上を 図る活動 

・患者を早期に 社会復帰に結びつける 医療連携に関する 活動 

・医療安全及び 疾病予防に関する 先進的な活動であ って，患者や 地域の医療機関に 

対し無償で相談助言や 晋 及 啓発を行 う 活動 

Ⅹ質の高い E 療 従事者の確保・ 養成に関する 活動 

・高度な医療技術を 利用した研究開発であ って、 患者や地域の 医療機関に対し 当該 

研究結果情報を 無償で提供する 活動 

・治療との有機的な 連携による治験 ( 活動 ) 

米は既に医療法第 30 条の 3 第 2 項各号に掲げられている 事 ' 
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医療法第 30 条の 3 第 2 項各号に掲げられる 事項について 

( 彦奉圭学 ) 

⑥医療法 ( 昭和 23 年法律第 205 号 ) 

第 30 条の 3  都道府県は、 当該都道府県における 医療を提供する 体制の確保に 

関する計画 ( 以下「医療計画」という。 ) を定めるものとする。 
2  医療計画においては、 次に掲げる事項を 定めるものとする。 

一 ・ ( 略 ) 

一 ( 略 ) 

三 ( 略 ) 

田 地域医療支援病院の 整備の目標その 他機能を考慮した 医療提供施設の 整備 

の目標に関する 事項 

五 医療提供施設の 設備、 器械又は器具の 共同利用等病院、 診療所、 薬局その 

他 医療に関する 施設の相互の 機能の分担及び 業務の連係に 関する事項 

六 休日診療、 夜間診療等の 救急医療の確保に 関する事項 

七 へき地の医療の 確保が必要な 場合にあ っては、 当該医療の確保に 関する事項 

八 医師及び歯科 E 師 並びに薬剤師、 看護 師 その他の医療従事者の 確保に関す 

る 事項 

九 前各号に掲げるもののほか、 医療を提供する 体制の確保に 関し必要な事項 

3 ～ 1 3  ( 略 ) 



  
@ 立 病院等の経営効率を 向上させる方策としての「管理委託」の 考え 川 

1. 都道府県立病院又は 市町村立病院等の 経営委託に関する 現状の制度 

(1) 地方独立行政法人制度 ( 地方独立行政法人法 ) 

0  住民の生活、 地域社会及び 地域経済の安定等の 公共上の見地からその 地域 

において確実に 実施されることが 必要な事務及び 事業であ って、 地方公共団 

体 が自ら主体となって 直接に実施する 必要のないもののうち、 民間の主体に 

ゆだねた場合には 必ずしも実施されないおそれがあ るものと地方公共団体が 

認めるものを 効率的かっ効果的に 行わせることを 目的として設立される 法人。 

0  地方独立行政法人のうち、 役職員に地方公務員の 身分を与えるものを 特定 

地方独立行政法人という。 

(2) 指定管理者制度 ( 地方自治法 ) 

0  公の施設の設置の 目的を効果的に 達成するため 必要があ ると認めるときは、 

条例の定めるところにより、 法人その他の 団体であ ってふつ ぅ 地方公共団体 

が 指定するものに、 当該公の施設の 管理を行わせることができる 制度。 

0  指定管理者制度により 医療機関を管理委託する 場合は、 指定管理者に 営利 

を 目的とする者は 含まれないこととされている。 
0  また、 指定管理者制度を 活用した場合、 地方公共団体が 医療法上の開設者 

となり、 指定管理者が 医療法上の管理者となる。 

(3) PF I 制度 ( 民間資金等の 活用による公共施設等の 整備等の促進に 関する 

法律 (PF I 法 ) ) 

0  民間の資金、 経営能力及び 技術的能力を 活用した公共施設等 (E 療 施設 ) 

の 建設、 維持管理及び 運営にねちに 関する企画を 含む。 ) の 促進を図るた 

めの措置を講ずること 等により、 効率的かっ効果的に 社会資本を整備し 、 も 

って国民経済の 健全な発展に 寄与する。 

Ⅹ また、 公益法人等への 一般職の地方公務員の 派遣等に関する 法律では、 医療法人をはじ 

めとした特別の 法律により設立された 営利を目的としない 法人への地方公務員の 派遣を認 

めているところ。 これにより、 自治体 立 病院を指定管理者制度などにより 医療法人に包括 管 

理 委託する場合の 地方公務員の 処遇について 一定の効果がみられるものと 考えられる。 
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n. 平成 16 年 12 月「医療法人制度改革の 基本的な方向性について ( 主な論点の整理 ) ， ・ @   
  

亜脚 - 拍 ラー とができるよう @" し もって公的医療機関の 経 め 効率を ， ; 経営そ % 正 ----==-- ニ --------------- エ ーニ ---------------- 一 -- Ⅰ 4% え --@  ; 
  

;       高めることとしてはどうか。                                                                                                                                   ・ 

Ⅰ検討事項 コ 

透明性のあ る経営を実施している 認定医療法人が 積極的に管理受託できるよ う 

な 措置を講じてはどうか。 ( なお、 実際に管理する 者は、 病院又は診療所であ れ 

ば 医師 X は歯科 E 師でなければならず ，当該 E 師 X は歯科 E 師は 、 他の病院 又 

は 診療所を管理しない 者でなければならないものとする。 ) 

( 参考条文 : 医療法 ( 昭和 23 年法律第 205 号 )) 

第 l(H 条 病院又は診療所の 開設 昔ま 、 その病院又は 診療所が医業をなすものであ る場合は臨床 

研修修了医師に、 歯科医業をなすものであ る場合は歯科 E 師に、 これを管理させなければな 

らない。 

2  病院又は診療所の 開設者は、 その病院又は 診療所が、 医業及び歯科 E 業を併せ行 う ものであ 

6 場合は、 それが主として 医業を行うものであ るときは臨床研修修了医師に 、 主として歯科 

医業を行 う ものであ るときは歯科 E 師に、 これを管理させなければならない。 

第 12 条病院、 診療所又は助産所の 開設者が、 病院、 診療所又は助産所の 管理者となることが 

できる者であ る場合は 、 自らその病院、 診療所又は助産所を 管理しなければならない。 但し、 

病院、 診療所又は助産所所在地の 都道府県知事の 許可を受けた 場合は 、 他の者にこれを 管理 

させて差文ない。 

2  病院、 診療所又は助産所を 管理する医師、 歯科 E 師 又は助産前 は 、 その病院、 診療所又は助 

産所の所在地の 都道府県知事の 許可を受けた 場合を除くほか、 他の病院，診療所又は 助産所 

を管理しない 者でなければならない。 

第 39 条病院、 医師若しくは 歯科医師が常時勤務する 診療所又は介護老人保健施設を 開設しよ 

うとする社団又は 財団は、 この法律の規定により、 これを法人とすることができる。 

2  前項の規定による 法人は、 医療法人と称する。 
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